
 

 

 

 

電子郵便約款新旧対照表 

※下線部分は改正部分 

現    行 改    正 

別記６ コンピュータ発信型電子郵便物及び電子内容証明郵便物の差出事業所 

 

区   別 差 出 事 業 所 

１ 第２４条（差出方法等）

第１項(1)の規定により差

し出されるもの 

 銀座郵便局、日本橋郵便局（フレキシブルディスク、光ディ

スク又はＵＳＢメモリにより差し出す場合に限ります。）、名

古屋中郵便局及び大阪北郵便局 

２・３ （略）  （略） 
 

別記６ コンピュータ発信型電子郵便物及び電子内容証明郵便物の差出事業所 

 

区   別 差 出 事 業 所 

１ 第２４条（差出方法等）

第１項(1)の規定により差

し出されるもの 

 銀座郵便局、にほんばし蔵前郵便局（フレキシブルディス

ク、光ディスク又はＵＳＢメモリにより差し出す場合に限り

ます。）、名古屋中郵便局及び大阪北郵便局 

２・３ （略）  （略） 

 

 

 

   附 則（２０２４年４月１２日 2024-日郵統制第０００１号） 

 

 この改正規定は、２０２４年５月５日から実施します。 
 


